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表紙

株式会社東陽テクニカ
第71期 定時株主総会

招 集 ご 通 知

書面またはインターネットによる議決権行使期限
2023年12月20日（水曜日）午後5時30分まで
(詳細は3～4ページをご参照ください)

証券コード 8151

株　主　総　会
開催日時

2023年12月21日（木曜日）午前10時
受付開始　午前9時

開催場所
東京都江東区木場一丁目1番1号
株式会社東陽テクニカ Ｒ＆Ｄセンター7階
(昨年と会場が異なりますので、末尾記載の会場ご案内図を
ご参照ください)

決議事項
第1号議案　剰余金処分の件
第2号議案　取締役6名選任の件
第3号議案　監査役1名選任の件
第4号議案　補欠監査役1名選任の件

　株主の皆様に当社へのご理解を一層深めていただきたく、株主
総会終了後、ご希望の株主様向けにＲ＆Ｄセンターの見学会を開
催いたします。ご多忙中とは存じますが、ぜひご参加ください。
所要時間は約30分を予定しております。



招集ご通知

2023/11/22 14:26:57 / 23031240_株式会社東陽テクニカ_招集通知_電子提供措置用

株主の皆様へ

2023年12月4日
（電子提供措置の開始日　2023年11月28日）

株　主　各　位
東京都中央区八重洲一丁目1番6号

株式会社東陽テクニカ
代表取締役社長　　高野　俊也

第71期　定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知

【当社ウェブサイト】
https://www.toyo.co.jp/ir/library/meeting/

　
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、当社名「東陽テクニカ」または当社証券コー

ド「8151」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧
書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　

　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第71期定時株主総会を以下のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電
子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれか
のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって事前に議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご確認の上、2023年12月20日（水曜日）午後
5時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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株主の皆様へ

日 時 2023年12月21日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
　

場 所 東京都江東区木場一丁目1番1号
株式会社東陽テクニカ Ｒ＆Ｄセンター7階
(昨年と会場が異なりますので、末尾記載の会場ご案内図をご参照ください)
※2023年8月に新たに稼働したR&Dセンターで開催し、株主の皆さまに
　当社の研究開発環境を知る機会とさせていただけますと幸いです。

株主総会の
目 的 事 項

報告事項 1. 第71期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計算書
類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第71期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件
決議事項 第1号議案　剰余金処分の件

第2号議案　取締役6名選任の件
第3号議案　監査役1名選任の件
第4号議案　補欠監査役1名選任の件

◆ 招集通知及び株主総会参考書類に関する事項
(1) 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、従前どおり株主総会資料を書面でお届けしています。ただし、法

令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
① 事業報告の「新株予約権の状況」「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況」
② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役
が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

(2) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の
事項を掲載いたします。
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議決権行使のご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
出席する方法

書面（郵送）により
議決権を行使する方法

インターネットにより
議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示の上、ご返送ください。

次ページの案内に従って、各議案の賛
否をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2023年12月21日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

2023年12月20日（水曜日）
午後5時30分到着分まで

2023年12月20日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、３、４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書はイメージです。

＜招集にあたっての決定事項＞
(1) 書面（郵送）及びインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただ
きます。

(2) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

(3) 書面（郵送）による議決権行使の議案に対する賛否の表示がない場合の取り扱い
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱
わせていただきます。
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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書に記載された「ログインID・仮パスワード」を
入力しクリック

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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剰余金処分議案

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

１
　

配当財産の種類 金銭

２
　

配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき 金32円
配当総額 715,216,032円
　

３
　

剰余金の配当が効力を生じる日 2023年12月22日

ご参考 1株当たり配当金の推移

　株主の皆様への利益還元を重要な経営政策と考えており、ＤＯＥ（自己資本配当率）4％または連結配当性向
60％のいずれか大きい配当額を選択して、安定的かつ積極的な配当を行ってまいります。
　この方針に基づき、当期の剰余金処分につきましては、以下のとおりとしたいと存じます。

（注）当期の配当金について
本議案が承認されますと、年間配当金は先に実施しました中間配当金22円を含め、1株につき54円となります。

2019年９月期 2020年９月期 2021年９月期

33
38

43

2022年９月期

50

12 14 16 20

21

2018年９月期

30

8

22

2017年９月期

22

8

14

24
27

30

2023年９月期

54

22

32

■■１株当たり配当金（中間）　■■１株当たり配当金（期末）　（単位：円）
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取締役選任議案

第２号議案 取締役6名選任の件

候補者
番　号 氏 名 当社における地位・担当 取締役会出席状況

１ こ う

高
の

野
 

　
と し

俊
や

也 （男性） 再任
　

代表取締役社長 CEO 兼
経営企画部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー、大
阪支店 管掌

18回／18回

２ い ま

今
ばやし

林
 

　
よ し

義
ゆ き

之 （男性） 再任
　

社外取締役 18回／18回

３ き

木
う ち

内
 

　
た け

健
お

雄 （男性） 新任
　

執行役員 CTO 兼
技術本部 管掌 兼 技術本部長 －

４ ま つ

松
い

井
 

　
と し

俊
あ き

明 （男性） 新任
　

執行役員 CFO 兼
情報システム部、経理部、人財総務部、業務部 管掌 －

５ す

須
か

加
 

　
み

深
ゆ き

雪 （女性）
再任
社外

　
独立

　
社外取締役 18回／18回

６ よ

依
だ

田　
と も

智
き

樹 （男性）
新任
社外

　
独立

　
－ －

　高野 俊也氏、柏 正孝氏、熊川 靖氏、今林 義之氏及び須加 深雪氏の取締役5名は本総会終結の時をもって任期
満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るために1名増員し、取締役6名の選任をお願いした
いと存じます。
　取締役会は指名・報酬委員会の答申を受けて、当社グループの企業理念を深く理解し、マネジメント能力とリー
ダーシップに優れ、グローバル経営に必要な資質と幅広い視野及び先見性を持ち、当社グループが社会の一員とし
て持続的に成長していく為の経営意思決定に参画することに強い意欲を有する人材を取締役に指名しております。
また社外取締役候補者については、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための客観的な視点に基づく
助言に留まらず、当社事業部門の業務執行に対し専門領域等における専門知識をはじめとして、その豊富な経験と
知見から、積極的な提言が期待できる人材を指名しております。
　取締役候補者は、次のとおりです。
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取締役選任議案

候 補 者 番 号 １
　

こ う

高
の

野
 

　
と し

俊
や

也 （男性）　　　　　
（1958年12月30日生）

◆ 取締役在任年数 10年
◆ 取締役会出席回数 100％（18回／18回）
　　

再任

保有株式数 26,000株
潜在保有株式数※ 31,500株
合計 57,500株　

略歴
    1989年    3 月 当社入社
    2010年    10月 当社執行役員 EMCマイクロウェーブ計測部長 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 兼 総経理
    2013年    12月 当社取締役 EMCマイクロウェーブ計測部長 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 兼 総経理
    2015年    8 月 当社取締役 分析システム営業部、営業第1部、EMCマイクロウェーブ計測部、メディカルシス

テム営業部 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長
    2017年    12月 当社常務取締役 海外ビジネス推進部、EMCマイクロウェーブ計測部、マーケティング部、ワ

ン・テクノロジーズ・カンパニー 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長
    2019年    12月 当社代表取締役専務 海外事業、海外ビジネス推進部、EMCマイクロウェーブ計測部、技術本

部、マーケティング部、情報システム室、ワン・テクノロジーズ・カンパニー 管掌
兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長

    2020年    12月 当社代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部 管掌
    2023年    10月 当社代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー、大阪支店 管掌

（現任）

当社における地位・担当
代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー、大阪支店 管掌

取締役候補者とした理由
　高野俊也氏は、入社以来、営業分野で様々な業務を経験し、2010年には当社初の海外拠点となる東揚精
測系統(上海)有限公司を設立し、当社ビジネスのグローバル化の礎を築きました。2013年の取締役就任以
降は、営業分野における豊富な業務経験と知見により、当社の業績・営業力の向上・海外事業の推進等に貢
献してきました。2020年の代表取締役社長就任後は、強力なリーダーシップ・高い企業経営能力を発揮し
ており、引き続き当社の企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。
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取締役選任議案

候 補 者 番 号 ２
　

い ま

今
ば や し

林
 

　
よ し

義
ゆ き

之 （男性）　　　　　
（1956年8月4日生）

◆ 社外取締役在任年数 2年
◆ 取締役会出席回数 100％（18回／18回）
　　

再任

保有株式数 5,000株
潜在保有株式数※ 0株
合計 5,000株　

略歴
    1980年    4 月 横河ヒューレットパッカード株式会社入社
    1999年    11月 アジレント・テクノロジー株式会社入社
    2006年    5 月 同社間接販売営業本部長
    2014年    8 月 キーサイト・テクノロジー合同会社（現キーサイト・テクノロジー株式会社）入社
    2016年    5 月 同社APFO (Asia Pacific Field Operation) Indirect Channel Sales Manager 兼 Strategic 

Business Planning Manager
    2021年    12月 当社社外取締役（現任）

当社における地位・担当
社外取締役

取締役候補者とした理由
　今林義之氏は、国内及び海外の営業分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役就任
以降、当社の経営全般及び営業活動に対し意見や指導に積極的に取り組んでおり、引き続き当社の企業価値
向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。

　

8



株主総会参考書類

2023/11/22 14:26:57 / 23031240_株式会社東陽テクニカ_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候 補 者 番 号 ３
　

き

木
う ち

内
 

　
た け

健
お

雄 （男性）　　　　　　
（1956年11月23日生）

◆ 取締役在任年数 －
◆ 取締役会出席回数 －
　　

新任

保有株式数 16,800株
潜在保有株式数※ 19,000株
合計 35,800株　

略歴
    1981年    4 月 株式会社本田技研工業入社
    1999年    10月 同社基礎技術研究センターDepGM
    2001年    12月 同社栃木研究所レース開発部門DepGM
    2005年    4 月 同社栃木研究所上席研究員
    2017年    1 月 当社入社 技術研究所所長
    2019年    10月 当社技術本部長 CTO
    2020年    10月 当社執行役員 CTO 兼 技術本部 管掌 兼 技術本部長（現任）

当社における地位・担当
執行役員 CTO 兼 技術本部 管掌 兼 技術本部長

取締役候補者とした理由
　木内健雄氏は、株式会社本田技研工業にて四輪レース世界最高峰に位置するフォーミュラ・ワン(F1)を
はじめとし、ハイブリッド・燃料電池・EVなどの電動車両の研究開発分野における多様な業務経験を有し
ており、2017年の当社入社以降、その豊富な知見を活かし、2020年から技術本部を担当する執行役員と
して当社の技術力向上に貢献しております。これまでの経験を活かし、新たに取締役として当社の企業価値
向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。
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取締役選任議案

候 補 者 番 号 ４
　

ま つ

松
い

井
 

　
と し

俊
あ き

明 （男性）　　　　　　
（1962年12月25日生）

◆ 取締役在任年数 －
◆ 取締役会出席回数 －
　　

新任

保有株式数 2,300株
潜在保有株式数※ 0株
合計 2,300株　

略歴
    1987年    4 月 三菱商事株式会社入社
    2009年    6 月 株式会社メタルワンコーポレート経理部長
    2012年    6 月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社取締役副社長執行役員 兼 経営企画室長
    2014年    3 月 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ管理部長
    2017年    5 月 三菱商事テクノス株式会社取締役常務執行役員（コーポレート担当） 兼 チーフ・コンプラ

イアンス・オフィサー
    2019年    5 月 株式会社レンタルのニッケン取締役常務執行役員 兼 管理本部長
    2022年    10月 当社入社 執行役員 経理部 管掌
    2023年    10月 当社執行役員 CFO 兼 情報システム部、経理部、人財総務部、業務部 管掌（現任）

当社における地位・担当
執行役員 CFO 兼 情報システム部、経理部、人財総務部、業務部 管掌

取締役候補者とした理由
　松井俊明氏は、経営企画部門及び管理部門での豊富な業務経験と知見を有し、2022年より当社において
経理部門を担当する執行役員として業務を執行しております。2023年10月以降は、新たにコーポレート部
門各部の管掌としてこれまでの経験と知見を活かし、取締役として当社の企業価値向上への貢献が期待でき
ることから選任をお願いするものです。
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取締役選任議案

候 補 者 番 号 ５
　

す

須
か

加
 

　
み

深
ゆ き

雪 （女性）　　　　
（1961年5月24日生）

◆ 社外取締役在任年数 2年
◆ 取締役会出席回数 100％（18回／18回）
　　

再任 社外 独立

保有株式数 0株　

略歴
    1984年    4 月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社
    1997年    11月 オリックス株式会社船橋支店長
    2012年    7 月 オリックス銀行株式会社営業推進部長
    2020年    4 月 株式会社日立ソリューションズ入社 ダイバーシティ推進センタ部長代理
    2021年    10月 同社ダイバーシティ推進センタ長（現任）
    2021年    12月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社日立ソリューションズ ダイバーシティ推進センタ長

当社における地位・担当
社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　須加深雪氏は、営業分野やダイバーシティにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役として
既に２年間当社経営に携わっております。引き続き当社の経営全般及びダイバーシティの推進等に適切なご
意見やご指導を期待できること、並びに客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定
について取締役会の意思決定に適切な指導を期待できることから、他社経営への関与はありませんが、社外
取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候 補 者 番 号 ６
　

よ

依
だ

田　
と も

智
き

樹 （男性）　　　　　
（1959年1月4日生）

◆ 取締役在任年数 －
◆ 取締役会出席回数 －
　　

新任 社外 独立

保有株式数 0株　

略歴
    1981年    4 月 三菱商事株式会社入社
    2014年    10月 三菱商事機械グループCEO オフィス室長
    2018年    4 月 三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員
    2019年    6 月 日本工作機械販売協会会長
    2022年    6 月 日本工作機械販売協会会長退任

三菱商事テクノス株式会社特別顧問
    2023年    3 月 三菱商事テクノス株式会社特別顧問退任

当社における地位・担当
　－

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　依田智樹氏は、三菱商事テクノス株式会社にて代表取締役社長を務め、グローバルな事業経営の経験と幅
広い知見を有しており、当社の経営全般及び営業活動に対する適切なご意見・ご指導、並びに客観的・中立
的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与いただくことを期待し、社外取締役とし
て選任をお願いするものです。

　
（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 須加深雪氏、依田智樹氏は、社外取締役候補者です。
3. 当社は、須加深雪氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同

氏を独立役員とする予定です。
4. 当社は、依田智樹氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。
5. 本議案が承認されますと、当社の取締役は9名（うち社外取締役3名）となります。
6．潜在保有株式数とは、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分相当数です。
7. 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び連結子会社の役員等を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結
しており、2024年4月に更新する予定です。
本議案において各氏の選任が承認可決され就任された場合には、候補者は被保険者となります。

① 塡補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのあ
る損害について塡補するものです。

② 保険料
保険料は全額会社負担としております。
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取締役選任議案

＜取締役の選任（指名）方針＞
　当社グループの企業理念を深く理解し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、グローバル経営に必要な資
質と幅広い視野及び先見性を持ち、当社グループが社会の一員として持続的に成長していくための経営意思決定に
参画することに強い意欲を有する人材を取締役に指名します。

　社外取締役候補者については、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための客観的な視点に基づく助
言に留まらず、当社事業部門の業務執行に対し専門領域等における専門知識をはじめとして、その豊富な経験と知
見から、積極的な提言が期待できる人材を指名します。

　さらに、業務執行の監督機能を強化するため、以下の事項を満たす人材を独立社外取締役に指名します。
・取締役会の重要な意思決定を通じて経営を監督する
・会社と経営陣及び支配株主等との間の利益相反を監督する
・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる
・経営陣から独立した客観的な立場から経営陣を監督する
・一般株主と利益相反を生じるおそれがない

＜取締役の選任（指名）手続＞
　取締役候補者の指名手続については、指名・報酬委員会の審議・答申を受けて取締役会で決議し、株主総会に付
議します。

＜独立性判断基準＞
　当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員の候補者を選定しています。
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監査役選任議案

第3号議案 監査役1名選任の件

ほ り

堀
の

之
き た

北
 

　
し げ

重
ひ さ

久 （男性）
（1951年12月29日生）

再任 独立

社外
　

◆ 所有する当社株式の数 0株
◆ 取締役会出席回数 94％（17回／18回）
◆ 監査役会出席回数 85％（11回／13回）

　
略歴、当社における地位

    1982年    8 月 公認会計士登録
    2003年    6 月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
    2014年    7 月 公認会計士堀之北重久事務所開設（現任）
    2015年    6 月 三洋工業株式会社 社外取締役
    2015年    12月 当社監査役（現任）
    2016年    5 月 株式会社しまむら 社外監査役（現任）
    2016年    6 月 三洋工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
公認会計士堀之北重久事務所所長
株式会社しまむら 社外監査役
三洋工業株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外監査役候補者とした理由
　堀之北重久氏は、当社の社外監査役として、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験に基づいた有益なご意見やご指導をい
ただいており、今後も引き続き当社のコンプライアンス体制の維持・向上に対して適切なご意見やご指導を期待できることから社外監
査役として選任をお願いするものです。なお、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、
前述の知見や実務経験を有することなどを勘案し、同氏が職務を適切に遂行できるものと総合的に判断しました。

　

　堀之北重久氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いした
いと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりです。

（注）1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 堀之北重久氏は、社外監査役候補者です。
3. 当社は、堀之北重久氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き

同氏を独立役員とする予定です。
4. 堀之北重久氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
5. 本議案が承認されますと、当社の監査役は3名（全員が社外監査役）となります。
6. 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び連結子会社の役員等を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結
しており、2024年4月に更新する予定です。
本議案において選任が承認可決され就任された場合には、候補者は被保険者となります。

① 塡補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのあ
る損害について塡補するものです。

② 保険料
保険料は全額会社負担としております。
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監査役選任議案

氏 名 企業経営 サイエンス＆
テクノロジー

営業・
マーケティング

グローバル
ビジネス

財務・会計
・人財育成

法務・リスク
マネジメント

社内
取締役

高野　俊也 ● ● ● ●

小野寺　充 ● ● ●

今泉　良通 ● ● ● ●

今林　義之 ● ● ● ●

木内　健雄 ● ● ●

松井　俊明 ● ● ●

社外
取締役

須加　深雪 ● ● ●

西　　勝也 ● ● ●

依田　智樹 ● ● ●

社外
監査役

野﨑󠄁　一彦 ● ● ●

森川　紀代 ● ●

堀之北重久 ● ●

（ご参考）
　第2号議案及び第3号議案が承認可決されたのちの取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりです。
当社の取締役会のスキルマトリックス
　当社の中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、中期経営計画の実現に向け、当社の取締役会が意思決定機
能及び監督機能を適切に発揮するために、当社役員が有する専門性・経験は以下のとおりです。
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補欠監査役選任議案

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

ま つ

松
お

尾
 

　
ひ ろ

弘
の ぶ

信 （男性）
（1958年7月22日生） ◆ 所有する当社株式の数 0株

　
略歴

    1982年    4 月 株式会社小松製作所入社
    2006年    1 月 小松（中国）投資有限公司副総経理
    2008年    4 月 株式会社小松製作所管理部長
    2012年    6 月 同社監査室長
    2013年    4 月 同社執行役員
    2017年    6 月 同社常勤監査役
    2021年    6 月 同社常勤監査役退任
    2021年    10月 当社嘱託
    2023年    10月 当社と業務委託契約締結 現在に至る

補欠監査役候補者とした理由
　松尾弘信氏は、株式会社小松製作所で長年にわたり経理・監査部門の業務に従事され、同社常勤監査役を務められました。また、
2021年10月からは当社経理部門の指導・助言にあたっていただいていることから同氏を補欠監査役として選任することをお願いする
ものです。

　

　法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりです。

（注）1. 松尾弘信氏と当社との間で内部監査業務、経理業務全般に関する指導の業務委託契約を締結しておりますが、業務委託料は僅小であります。
2. 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び連結子会社の役員等を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結
しており、2024年4月に更新する予定です。
本議案において選任が承認可決され、監査役に就任された場合には、候補者は被保険者となります。

① 塡補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのあ
る損害について塡補するものです。

② 保険料
保険料は全額会社負担としております。

以　上
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当連結会計年度の事業の状況

１ 企業集団の現況

281億72百万円

売 上 高

　

前連結会計年度比

6.4％増　　 18億円

経常利益

　

前連結会計年度比

35.2％減　　

14億72百万円

営業利益

　

前連結会計年度比

36.9％減　　 15億34百万円

親会社株主に帰属する
当期純利益

　

前連結会計年度比

20.1％減　　

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当期におきましては、カーボンニュートラル分野における企業の投資において年間を通じて活発な状況が続いて
おり、物性／エネルギー事業が牽引いたしました。また、大型案件売上や受注残の納入が進んだEMC／大型アン
テナ事業などを中心に堅調に売上高を伸ばしました。一方で、大型プロジェクトにおいて顧客都合による納入遅延
なども発生し、当期の連結売上高は281億7千2百万円（前連結会計年度比6.4％増）となりました。この内、国内
売上高は258億1千5百万円、中国や米国向けを中心とした海外売上高は23億5千7百万円となりました。
　利益面におきましては、期初から第3四半期半ばまで影響した為替の変動による売上総利益率の低下に加え、
成長戦略のための人材先行投資や活発化している営業活動などによる販売費及び一般管理費が想定より増加した
ことにより、前年比で減少いたしました。その結果、営業利益は14億7千2百万円（前連結会計年度比36.9％
減）、経常利益は18億円（前連結会計年度比35.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は15億3千4百万円
（前連結会計年度比20.1％減）となりました。
　受注については、カーボンニュートラル分野や海洋／特機分野などが順調に伸び、受注高は307億7千9百万
円（前連結会計年度比1.8％増）、受注残高が181億5千4百万円（前連結会計年度比16.8％増）となりました。
　また、当社グループは経営管理区分及び社内組織の見直しを行ったことに伴い、当連結会計年度より事業セグメ
ント「ライフサイエンス／マテリアルズ」事業を「ライフサイエンス」事業に名称変更し、マテリアルサイエンス
（材料評価）分野の製品ラインを事業活動にシナジーが見込まれる「物性／エネルギー」事業に移管しておりま
す。なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分方法により作成してお
り、以下の前連結会計年度比については、変更後のセグメント区分方法に組み替えた数値で比較しております。
　事業セグメントごとの業績は、次のとおりです。
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当連結会計年度の事業の状況

セグメント業績

情報通信／情報セキュリティ
売上高
　 66億５千万円（前期比 2.3％減 ）

　
セグメント利益
　 ２億５千４百万円（前期比 63.3％減 ）

　　
　情報通信／情報セキュリティ事業におきましては、情報通信分野の5
Ｇ商用サービス向けにおける試験や設備需要が足踏みする状況となり、
売上高が減少いたしました。また、全体売上高の減少に加えて高利益率
である自社開発製品の売上が減少したことにより、利益においても減少
となりました。
　一方、クラウドサービス分野においてはサービスプロバイダ向け案件
が好調だったことにより、売上高、利益ともに前連結会計年度比で増加
となっております。
　この結果、売上高は66億5千万円（前連結会計年度比2.3％減）、セ
グメント利益は2億5千4百万円（前連結会計年度比63.3％減）となり
ました。

機械制御／振動騒音
売上高　 46億９千９百万円（前期比 4.6％減 ）　

セグメント利益　 ３億７千２百万円（前期比 58.4％減 ）　　
　機械制御／振動騒音事業におきましては、振動騒音分野における短納
期の受注が減少し売上に貢献できませんでした。また、米国でのAD／
ADAS開発向け大型案件の売上が客先都合で当期末までの納入に至ら
ず、売上高は減少いたしました。また、期初からの為替変動の影響に加
え、低利益率案件の増加により利益も減少いたしました。
　この結果、売上高は46億9千9百万円（前連結会計年度比4.6％
減）、セグメント利益は3億7千2百万円（前連結会計年度比58.4％
減）となりました。
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物性／エネルギー
売上高　 68億９千７百万円（前期比 9.6％増 ）　

セグメント利益　 15億１千３百万円（前期比 12.7％増 ）　　
　物性／エネルギー事業におきましては、引き続きカーボンニュートラ
ル分野における企業の研究開発投資が活況で、グリーンイノベーション
基金関連に伴う大型案件など、全固体電池や燃料電池向けの製品及び
EV充電評価システム関連の販売が好調に推移し売上高が増加しまし
た。トータルソリューション提供による競合との差別化が進み、利益も
増加いたしました。
　この結果、売上高は68億9千7百万円（前連結会計年度比9.6％
増）、セグメント利益は15億1千3百万円（前連結会計年度比12.7％
増）となりました。

EMC／大型アンテナ
売上高　 54億２千９百万円（前期比 25.6％増 ）　

セグメント利益　 ２億７千４百万円（前期比 4.8％減 ）　　
　EMC／大型アンテナ事業におきましては、EMC分野において中国市
場で積みあがった受注残の納入や大型案件の前倒し納品などが貢献し、
売上高は大幅に増加いたしました。
　利益につきましては、第3四半期に発生した中国における低利益率案
件の影響が大きく、第4四半期には利益率が正常化しましたが、自社開
発製品の投資拡大に加え、人件費が増加し、通期においては前連結会計
年度比で減少いたしました。
　この結果、売上高は54億2千9百万円（前連結会計年度比25.6％
増）、セグメント利益は2億7千4百万円（前連結会計年度比4.8％減）
となりました。
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当連結会計年度の事業の状況

海洋／特機
売上高
　 17億４千３百万円（前期比 1.8％増 ）

　
セグメント利益
　 ２億７千２百万円（前期比 9.1％減 ）

　　
　海洋／特機事業におきましては、市場回復に伴い、特機分野での大型
案件売上などが貢献し、売上高が増加いたしました。
　利益につきましては、為替変動の影響を受けて低利益率案件売上が増
加した事により減少となりました。
　この結果、売上高は17億4千3百万円（前連結会計年度比1.8％
増）、セグメント利益は2億7千2百万円（前連結会計年度比9.1％減）
となりました。

ソフトウェア開発支援
売上高　 19億６千４百万円（前期比 7.0％増 ）　

セグメント利益　 ４億２千２百万円（前期比 12.1％増 ）　　
　ソフトウェア開発支援事業におきましては、期を通してゲーム開発や
アプリケーションセキュリティ、車載ソフトウェア開発の分野が好調に
推移し、売上高が増加しました。また、売上高の増加に伴い、利益も増
加しております。
　この結果、売上高は19億6千4百万円（前連結会計年度比7.0％
増）、セグメント利益は4億2千2百万円（前連結会計年度比12.1％
増）となりました。
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ライフサイエンス
売上高
　 ７億８千７百万円（前期比 33.5％増 ）

　
セグメント利益
　 ３千１百万円（前期比 30.9％減 ）

　　
　ライフサイエンス事業におきましては、市場の回復が限定的だったこ
とから、既存ビジネスの販売が伸び悩みました。一方で、第3四半期か
らレキシー社が連結対象となったことにより売上高が増加しました。
　既存ビジネスの売上減少に伴い売上総利益が減少したことに加え、販
管費は前期並みに推移したため、営業利益についても減少いたしまし
た。
　この結果、売上高は7億8千7百万円（前連結会計年度比33.5％
増）、セグメント利益は3千1百万円（前連結会計年度比30.9％減）と
なりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資につきましては、宣伝用機器、開発支援用測定機器、ソフトウェア等の購入及びソ
フトウェア開発を中心に、総額19億円の投資を行いました。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度中におきましては、増資あるいは社債の発行等による資金調達は行っておりません。
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財産及び損益の状況の推移

23,104

第68期

23,511

第69期

26,490

第70期

28,172

第71期

（単位：百万円）売上高

第68期 第69期

1,725

2,231

1,250

1,450

第70期

2,332

2,777

第71期

1,472

1,800

（単位：百万円）営業利益 /経常利益
■■営業利益　■■経常利益

1,438

第68期 第69期

1,734

第70期

1,919

第71期

1,534

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

38,879

29,737

第68期 第69期

34,519

30,264

41,592

29,398

第70期

39,954

28,313

第71期

（単位：百万円）総資産/純資産
■■総資産　■■純資産

第68期 第69期

70.97
58.74

第70期

81.16

第71期

67.50

（単位：円）1株当たり当期純利益

1,227.76

第68期 第69期

1,251.60

第70期

1,249.91

第71期

1,262.58

（単位：円）1株当たり純資産額

区 分 第68期
（2020年9月期）

第69期
（2021年9月期）

第70期
（2022年9月期）

第71期
（当連結会計年度）
（2023年9月期）

売 上 高 (百万円) 23,104 23,511 26,490 28,172
営 業 利 益 (百万円) 1,250 1,725 2,332 1,472
経 常 利 益 (百万円) 1,450 2,231 2,777 1,800
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 1,438 1,734 1,919 1,534
1株当たり当期純利益 (円) 58.74 70.97 81.16 67.50
総 資 産 (百万円) 34,519 38,879 41,592 39,954
純 資 産 (百万円) 30,264 29,737 29,398 28,313
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,227.76 1,251.60 1,249.91 1,262.58

(2) 財産及び損益の状況の推移

（注）1. 1株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数により算出しております。
なお、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。

2. 第70期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を適用しており、第70期以降の財産及び損益の状況の
推移については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会社名 資本金
当社の議決権比率

主要な事業内容
直 接 間 接 合 計

東揚精測系統（上海）有限公司 4,000千米ドル 100.0％ ― 100.0％ 各種計測ソリューションの提供

東陽精測國際有限公司 1,000千米ドル 100.0％ ― 100.0％ 各種計測ソリューションの提供

TOYOTech LLC 4,000千米ドル 100.0％ ― 100.0％ 各種計測ソリューションの提供

PolyVirtual Corporation 223千米ドル ― 100.0％ 100.0％ 自社オリジナル製品・ソリューショ
ンの開発

北京普利科技有限公司 400千米ドル ― 100.0％ 100.0％ 自社オリジナル製品・ソリューショ
ンの開発

株式会社レキシー（注） 10百万円 100.0％ ― 100.0％ 医療分野のソフトウェア及びハード
ウェア開発

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　当社には親会社はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）2023年3月31日に株式会社レキシーの全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社グループを取り巻く環境は、急速な技術革新やグローバル化等による産業構造の変化、新型コロナウイルス
感染症に対する各種制限緩和による社会経済活動の正常化が進む一方で、地球温暖化や自然災害の増加、ウクライ
ナ情勢長期化や円安の進行による原材料価格の高騰など不安定な状況が続いており、持続可能な社会の実現への貢
献が以前にも増して求められております。そのような状況下において、対処すべき課題を次のように捉えて取り組
んでまいります。
　当社グループは“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、さまざまな産業分野に先端技術の計測ソリュー
ションを提供しています。2050年のカーボンニュートラル実現に向けては、再生可能エネルギーや電気自動車の
普及など、大きく変化するエネルギーインフラにおいて当社の“はかる”技術が活用されています。次世代バッテリ
ー、燃料電池のエネルギーデバイスの基礎研究からパワー半導体などの材料物性、各種電子部品・電装品などの製
品開発、さらには洋上風力発電の分野まで、幅広く高精度な計測・評価システムを提供可能としています。

　この優位性を活かして、以下の事業戦略を実行することにより、持続的な成長を実現してまいります。
① 製品戦略
　既存事業の成長に加え、事業投資、自社開発製品や新技術分野への投資を積極的に行います。また、国内外の
大学・企業・研究機関とオープンイノベーション『仲間づくり』を推進することで、成長が見込める新事業の確
立を目指します。
② 市場戦略
　各種社会課題の解決に向け、主要産業において官民での取り組みが進められております。自動車業界において
も、EVの普及と自動運転の実現に向け、あらゆる側面からの性能評価需要に応えるため、当社グループではさ
まざまなソリューション提供に注力しております。
　当期においては、自動車業界における試験研究機関である、一般財団法人日本自動車研究所（Japan 
Automotive Research Institute）において、当社が自社開発した「ドライビング＆モーションテストシステム
（Driving & Motion Test System）」が採用されました。
　上記ソリューションをはじめ、今後自動車業界にとって重要な役割となる「CASE」（注）の技術開発領域に
おいても、当社はいち早く国内・海外市場でのビジネスを加速してまいります。
(注)CASE：次世代の自動車産業を指す言葉でConnected（コネクティッド）、Autonomous/Automated（自動化）、Shared（シェアリング）、

Electric（電動化）の頭文字からなる、今後の新しい車の開発の軸となる考え方を表現したもの
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③ サステナビリティ・マネジメント
　持続可能な社会の実現は世界共通の最優先課題であり、経営上最も配慮すべき課題です。この点については、
当社の企業理念に基づいて事業を進めることがサステナブルな未来創りにつながると確信しています。サステナ
ビリティへの取り組みとして、技術革新と産業発展への貢献、環境保全の推進を目標に掲げ、脱炭素社会の推
進、循環型社会の実現、安心・安全で豊かな暮らしの実現、多彩な人財の育成と活躍、健全で強固な経営基盤の
確立を5つの優先課題に設定しています。これらの課題を社員一丸となって推進し、常にコンプライアンスに注
意を払いながら公正で透明な会社経営によって社会的な責任を果たしていくことで、当社グループの企業価値を
持続的に向上してまいります。
④ 人財戦略
　当社グループにとって人財こそが最大の財産であり、その能力の向上が当社グループの成長に直結します。そ
のため、社員のキャリアアップ支援と評価制度の充実、グローバルに活躍できる人財の育成に投資していきま
す。働き方改革も積極的に推進しており、フレックス制度、テレワーク勤務制度と併せてマイスター/シニアマ
イスター制度（注）などの導入により、社員のモチベーションと生産性の向上、公平で働きやすい勤務体制・職
場環境の整備にも取り組んでおります。
(注)マイスター/シニアマイスター制度：社員の70歳までの就業を確保し、高年齢者の就労意欲向上と生活の安定を図ることを目的とした制度
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(5) 主要な事業内容（2023年9月30日現在）

① 情報通信／情報セキュリティ、機械制御／振動騒音、物性／エネルギー、EMC／大型アンテナ、海洋／特機、
ソフトウェア開発支援、ライフサイエンスなど各種計測ソリューションの国内外への提供、自社オリジナル製
品・ソリューションの開発

② 上記に付帯関連するサポート・保守・修理

(6) 主要な事業所、支店、営業所等（2023年9月30日現在）

当社

本社：東京都中央区
Ｒ＆Ｄセンター：東京都江東区
慶應義塾大学理工学部中央試験所・東陽テクニカ産学連携室ナノイメージングセンター：神奈川
県横浜市
テクニカル＆ロジスティクスセンター：神奈川県厚木市
大阪支店：大阪府大阪市
名古屋支店：愛知県名古屋市
宇都宮営業所：栃木県宇都宮市

株式会社レキシー 本社：東京都豊島区

東揚精測系統（上海）有限公司 本社：中国 上海市

東陽精測國際有限公司 本社：中国 香港特別行政区

TOYOTech LLC 本社：米国 カリフォルニア州

PolyVirtual Corporation 本社：米国 カリフォルニア州

北京普利科技有限公司 本社：中国 北京市

（注）2023年11月18日付で、株式会社レキシーは東京都中央区に移転しました。
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(7) 使用人の状況（2023年9月30日現在）

使用人数 前連結会計年度末比増減

591名 ＋52名

区 分 使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男性 383名 ＋10名 42.5歳 13.7年

女性 134 ＋  8 40.6 11.9

合計または平均 517 ＋18 42.0 13.3

① 企業集団の使用人の状況

② 当社の使用人の状況

（注）上記使用人数には、子会社への出向者3名及び臨時従業員（パートタイマー、嘱託、顧問及び派遣社員）150名は含んでおりません。
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株式の状況

２ 会社の現況

(1) 株式の状況（2023年9月30日現在）

① 発行可能株式総数 100,000,000株
② 発行済株式の総数 26,085,000株
③ 株主数 9,845名

株主名
当社への出資状況

持株数 持株比率
株 ％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,947,000 13.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,861,200 12.80

CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL 1,074,500 4.80

RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT 1,059,100 4.73

明治安田生命保険相互会社 1,036,100 4.63

東陽テクニカ従業員持株会 917,530 4.10

野村とき 470,330 2.10

BANK JULIUS BAER AND CO., LTD. 368,530 1.64

日本生命保険相互会社 343,100 1.53

株式会社三菱UFJ銀行 268,706 1.20

株式数（株） 交付対象者数（名）

取締役（社外取締役を除く） 33,000 5

④ 大株主

（注）当社は自己株式3,734,499株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

　当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
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① 取締役及び監査役の状況（2023年9月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 高　野　俊　也 CEO 兼 経営企画部 管掌

常務取締役 柏　　　正　孝 経理部、人財総務部、業務部 管掌 兼 リスク管理担当

常務取締役 小野寺　　　充 理化学計測部、ソフトウェア・ソリューション、情報システム部 管掌

取締役 熊　川　　　靖 機械計測部、ライフサイエンス・ソリューション、品質保証部 管掌

取締役 今　泉　良　通 EMCマイクロウェーブ計測部、海洋計測部 管掌

取締役 今　林　義　之

取締役 須　加　深　雪 株式会社日立ソリューションズ ダイバーシティ推進センタ長

取締役 西　　　勝　也

常勤監査役 野　﨑󠄁　一　彦

監査役 森　川　紀　代
（戸籍上の氏名：五十嵐紀代）

弁護士（森川法律事務所）
インフォコム株式会社 社外監査役
テモナ株式会社 社外取締役（監査等委員）

監査役 堀之北　重　久
公認会計士堀之北重久事務所所長
株式会社しまむら 社外監査役
三洋工業株式会社 社外取締役（監査等委員）

(2) 会社役員の状況

（注）1. 取締役 今林義之、須加深雪及び西勝也の3氏は、社外取締役です。
2. 監査役全員は、社外監査役です。
3. 当社は、取締役 今林義之、須加深雪、西勝也、監査役 野﨑一彦、森川紀代及び堀之北重久の6氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役 堀之北重久氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役 須加深雪氏が兼職している他の法人と当社の間には、重要な関係はありません。
6. 監査役 森川紀代、堀之北重久の両氏が兼職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。
7. 役員等賠償責任保険契約の概要等

　当社は、保険会社との間で、当社及び「重要な子会社の状況」に記載の当社の子会社の役員等を被保険者とする、会社法第430条の3第1項
に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
　次回更新時の2024年4月には同内容での更新を予定しております。

8. 取締役 加藤典之氏及び秋山延義氏は2022年12月22日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしま
した。
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役員区分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 積立型
退任時報酬

業績連動報酬
（賞与）

譲渡制限付
株式報酬

取締役
（うち社外取締役）

274
(23)

161
(23)

3
(ー)

66
(ー)

43
(ー)

10
(4)

監査役
（うち社外監査役）

30
(30)

30
(30) ー ー ー 3

(3)

② 取締役及び監査役の報酬等の額

（注）1．取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内（使用人兼務取締役の使用人としての給与
は含まない）、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名（うち社
外取締役2名）です。また、2021年12月23日開催の第69期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役
（社外取締役は付与対象外）の報酬額を年額50百万円以内、株式数の上限を年10万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終
結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は5名です。

         2．監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総
会終結時点の監査役の員数は3名です。

　　　3．業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益及び連結純利益であり、また、当該業績指標
を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計
画で定めた各事業年度の連結売上高、連結営業利益及び連結純利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。なお、当事業年度を含
む連結売上高、連結営業利益及び連結純利益の推移は1．（2）財産及び損益の状況の推移に記載のとおりです。

③ 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針
　当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議してお
ります。なお、2023年9月19日開催の取締役会において内容を一部改定しております。
　取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の
内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確
認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

1. 基本方針
　当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株
主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的に
は、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、積立型退任時報酬、業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬
としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
　また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべ
く、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
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2. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
　基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、職位、職責等に応じて定めるものとし、
個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して、適
宜、見直しを図るものとする。

3. 積立型退任時報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
　積立型退任時報酬は、業務執行を担う取締役に対し、毎年一定額を積み立て、当該取締役の退任後にその合計額
を支給する。積立型退任時報酬の積立金額は、職位により決定する。

4. 業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する方針
　事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画に連動
して定める各事業年度の業績目標値の達成度合い及び個人業績達成度合い等に応じて定める額の金銭を、毎年、当
該事業年度終了後の一定の時期に支給する。

5. 譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬）の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する
方針

　株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執
行を担う取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付
与する譲渡制限付株式数は、職位により決定する。譲渡制限付株式を付与する時期は定時株主総会後の取締役会と
し、条件の決定は、業績、株価、他社動向等を踏まえて検討する。

6. 基本報酬の額、積立型退任時報酬の積立額、業績連動報酬の額、及び譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別
の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、職位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の
動向等を踏まえて決定する。

7. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
　取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の審議・答申の内容を踏まえ、
職責、実績、会社業績、経済状況、他社動向、中長期業績、過去の支給実績等を総合的に勘案して、取締役の個人
別の報酬の内容を取締役会において決定する。
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活動状況

取締役　今　林　義　之
当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席し、国内及び海外の営業分野における
豊富な経験と幅広い見識をもって意見を述べるなど、業務執行者から独立した客観的な立場か
ら、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。

取締役　須　加　深　雪
当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席し、営業分野やダイバーシティにおけ
る豊富な経験と幅広い見識をもって意見を述べるなど、業務執行者から独立した客観的な立場か
ら、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。

取締役　西　　　勝　也

2022年12月22日就任以降、当事業年度に開催された14回の取締役会のすべてに出席し、経営
企画、財務、経理及び企業経営における長年の経験と幅広い見識をもって意見を述べるなど、業
務執行者から独立した客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため
の助言・提言を行っております。

監査役　野　﨑󠄁　一　彦 当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席、13回の監査役会のすべてに出席し、
主に企業経営の経験者としての見地から発言を行っております。

監査役　森　川　紀　代 当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席、13回の監査役会のすべてに出席し、
主に弁護士としての専門的な見地から発言を行っております。

監査役　堀之北　重　久 当事業年度に開催された18回の取締役会のうち17回に出席、13回の監査役会のうち11回に出
席し、主に公認会計士としての専門的な見地から発言を行っております。

④ 社外役員に関する事項
　当事業年度における主な活動状況
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支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 42百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 42百万円

(3) 会計監査人の状況
① 名称　　　有限責任監査法人トーマツ
② 報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実
質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等の額の同意について
　監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監
査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確
認し、当該期の会計監査人の報酬額については、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査
人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同
意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ
れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2023年9月30日現在） (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
電子記録債権
有価証券
商品及び製品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
のれん
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他

投資その他の資産
投資有価証券
退職給付に係る資産
繰延税金資産
長期預金
その他
貸倒引当金　

16,716,306
2,659,402
4,534,727
478,318
1,367,886
4,554,835
3,123,836
△2,700

23,238,533
15,984,666
2,679,025

4,171
790,956
6,808,541
5,701,970
1,237,208
267,691
707,159
189,840
72,516

6,016,659
3,531,680
628,570
725,242
700,000
464,494
△33,328　

負債の部
流動負債 10,825,289
支払手形及び買掛金 1,666,125
未払法人税等 427,615
契約負債 2,855,790
前受金 4,060,080
賞与引当金 772,094
役員賞与引当金 66,000
その他 977,583

固定負債 815,600
退職給付に係る負債 672,063
その他 143,536

負債合計 11,640,890
純資産の部
株主資本 28,260,212
資本金 4,158,000
資本剰余金 4,603,500
利益剰余金 23,995,345
自己株式 △4,496,633

その他の包括利益累計額 △40,841
その他有価証券評価差額金 △53,726
繰延ヘッジ損益 129,858
為替換算調整勘定 △125,467
退職給付に係る調整累計額 8,494

新株予約権 94,580

純資産合計 28,313,950
資産合計 39,954,840 負債・純資産合計 39,954,840
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2022年10月1日から2023年9月30日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売上高 28,172,589
売上原価 16,631,116
売上総利益 11,541,473
販売費及び一般管理費 10,069,201
営業利益 1,472,272
営業外収益
受取利息 92,935
受取配当金 32,245
為替差益 110,380
和解金 119,573
その他 91,476 446,612

営業外費用
支払利息 411
持分法による投資損失 1,055
投資事業組合運用損 80,738
自己株式取得費用 33,063
その他 2,766 118,035

経常利益 1,800,849
特別利益
固定資産売却益 50,058
投資有価証券売却益 396,400
固定資産権利変換益 7,199,714 7,646,173

特別損失
固定資産処分損 4,818
固定資産圧縮損 7,199,714 7,204,533

税金等調整前当期純利益 2,242,489
法人税、住民税及び事業税 660,970
法人税等調整額 47,308 708,278
当期純利益 1,534,211
親会社株主に帰属する当期純利益 1,534,211
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸借対照表（2023年9月30日現在） (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
電子記録債権
有価証券
商品
前渡金
関係会社短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
関係会社長期貸付金
役員保険積立金
前払年金費用
繰延税金資産
長期預金
その他
貸倒引当金　

14,724,146
1,446,905
4,265,404
478,318
1,367,886
4,325,691
472,988
523,530
1,846,122
△2,700

25,043,822
15,918,217
2,672,566

5,093
4,171

746,292
6,808,541
5,681,551

987,273
715,830
198,982
72,460

8,138,331
3,468,890
411,979
390,200
1,400

746,404
208,452
609,220
709,468
700,000
925,643
△33,328　

負債の部
流動負債 10,220,496
支払手形 18,943
買掛金 1,471,202
未払金 755,972
未払法人税等 418,986
契約負債 2,527,220
前受金 4,060,080
賞与引当金 770,000
役員賞与引当金 66,000
その他 132,090

固定負債 741,048
退職給付引当金 664,956
資産除去債務 44,702
その他 31,390

負債合計 10,961,544
純資産の部
株主資本 28,635,712
資本金 4,158,000
資本剰余金 4,603,500
資本準備金 4,603,500
利益剰余金 24,370,846
利益準備金 581,208
その他利益剰余金 23,789,637
別途積立金 17,000,000
繰越利益剰余金 6,789,637

自己株式 △4,496,633
評価・換算差額等 76,131
その他有価証券評価差額金 △53,726
繰延ヘッジ損益 129,858

新株予約権 94,580

純資産合計 28,806,424
資産合計 39,767,969 負債・純資産合計 39,767,969
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2022年10月1日から2023年9月30日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売上高 26,048,509
売上原価 15,140,377
売上総利益 10,908,131
販売費及び一般管理費 9,237,264
営業利益 1,670,866
営業外収益
受取利息 10,856
有価証券利息 88,858
受取配当金 32,244
為替差益 97,226
その他 53,178 282,364

営業外費用
支払利息 411
投資事業組合運用損 80,738
自己株式取得費用 33,063
その他 1,304 115,518

経常利益 1,837,712
特別利益
固定資産売却益 50,058
投資有価証券売却益 396,250
関係会社株式売却益 150
固定資産権利変換益 7,199,714 7,646,173

特別損失
固定資産処分損 4,818
固定資産圧縮損 7,199,714 7,204,533

税引前当期純利益 2,279,353
法人税、住民税及び事業税 615,000
法人税等調整額 42,071 657,071
当期純利益 1,622,281
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

有限責任監査法人　トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 滝 沢　勝 己業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 酒 井　博 康業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2023年11月20日

株式会社東陽テクニカ
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社東陽テクニカの2022年10月１日から2023年９月30
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社東陽テクニカ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
　を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書
類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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会計監査報告

有限責任監査法人　トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 滝 沢　勝 己業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 酒 井　博 康業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2023年11月20日

株式会社東陽テクニカ
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社東陽テクニカの2022年10月１日から2023年
９月30日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
　　を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
　　切な監査証拠を入手する。
　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
　　価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
　　び関連する注記事項の妥当性を評価する。
　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
　　き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
　　論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
　　に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
　　て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
　　いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
　　どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
　　や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2022年10月1日から2023年9月30日までの第71期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施い
たしました。
　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社に対して事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたし
ました。
　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に
係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和3年11月16日企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会監査報告

株式会社東陽テクニカ　監査役会
常 勤 監 査 役
(社外監査役) 野 﨑󠄁 一 彦 ㊞
社 外 監 査 役 森 川 紀 代 ㊞
社 外 監 査 役 堀之北重久 ㊞

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、
指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　2023年11月20日

　

以　上
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株主メモ

株主メモ
事 業 年 度 10月1日から翌年9月30日まで

定 時 株 主 総 会 毎年12月

株 主 確 定 基 準 日 ⑴　定時株主総会・期末配当金　　　9月30日
⑵　中間配当金　　　　　　　　　　3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電　話　0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

単 元 株 式 数 100株

公 告 方 法 電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公
告による公告をすることができない場合は、日本経済
新聞に掲載します。
[公告掲載URL https://www.toyo.co.jp/ir/koukoku/]

(ご注意)
1.株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、

原則として、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっ
ております。お手続きの際は、口座を開設されている証券会社等にお問い合せくだ
さい。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意
ください。
2.特別口座に記録された株主様の株式に関する各種お手続きに関しましては、三菱
UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関
（三菱UFJ信託銀行）にお問い合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店
にてもお取り次ぎいたします。

3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式に関するお手続きについて

お手続き、ご照会等の内容 お問い合せ先

・郵送物等の発送と返戻に
関するご照会

・支払期間経過後の配当金
に関するご照会

・株式事務に関する一般的
なお問い合せ

株主名簿
管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電　話　0120-232-711

(通話料無料)
郵送先　〒137-8081

新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

・上記以外のお手続き、ご
照会等

口座を開設されている証券会社等にお問い合せ
ください。

お手続き、ご照会等の内容 お問い合せ先
・特別口座から一般口座へ

の振替請求
・単元未満株式の買取請求
・住所、氏名等のご変更
・特別口座の残高照会
・配当金の受領方法の指定(＊)

特別口座
の口座

管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電　話　0120-232-711

(通話料無料)
郵送先　〒137-8081

新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

・郵送物等の発送と返戻に
関するご照会

・支払期間経過後の配当金
に関するご照会

・株式事務に関する一般的
なお問い合せ

株主名簿
管理人

証券会社等の口座に記録された株式

特別口座に記録された株式

（＊）特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数
比例配分方式はお選びいただけません。
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地図

株式会社東陽テクニカ Ｒ＆Ｄセンター7階
【昨年と会場が異なりますので、お間違いのないようご注意ください】

東京都江東区木場一丁目1番1号
電話（代表） 03（3279）0771

会 場

N

永代通り

G.S.

西濃運輸 ファミリー
マート

バス停
（木場二丁目）

３番
出口

東京メトロ
東西線

平久小学校

ウエスト
３棟

タワー
Ｎ棟

タワー
Ｓ棟

プラザ棟

ウエスト
２棟

ウエスト
１棟

イトーヨーカドー
木場店

至 西船橋至 日本橋
東京メトロ東西線 木場駅

高
速
道
路

三
ツ
目
通
り

至 

新
木
場東陽テクニカ R&Dセンター

　４ａ出口

交 通

木場駅（東京メトロ東西線）
　

４ａ出口 徒歩９分
　

※駐車場の準備はしておりませんので、ご了承のほどお願いいたします。
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第71期定時株主総会会場ご案内図


